
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿
No．

1
個人情報
ファイルの
名称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

内容

生活保護データファイル

国分寺市長

福祉部　生活福祉課

生活困窮世帯に対し適正な相談業務を行うため。生活保護申請世帯に対し
て適正な調査を行うため。生活困窮世帯に対し適正な生活保護の実施を行
うため。

①氏名、住所、年齢、性別、生年月日、電話番号、本籍、国籍、世帯主との続
柄、健康状況、障害の状況、医療機関への通院・入院状況、医療公費負担の
有無、DV等の有無、職業、職歴、学校、収入状況、資産状況、負債状況、貸付
状況、家庭状況、居住状況、要望
②氏名、住所、電話番号、①との関係、DV等の有無、収入状況、家庭状況、
要望
③氏名、住所、年齢、性別、生年月日、電話番号、本籍、国籍、世帯主との続
柄、健康状況、障害の状況、他法他施策の利用状況、医療機関への通院・入
院状況、DV等の有無、生育歴、学校、学歴、居住歴、職歴、資格、傷病歴、婚
姻歴、保護歴、収入状況、資産状況、課税状況、納税状況、負債状況、貸付状
況、家庭状況、居住状況、就労状況、求職状況、扶養義務者の状況、要望、口
座番号、印影、個人番号、支援プラン、医療公費負担の有無、職業、暴力団員
等であるかの情報、医療券・調剤券情報、健診情報
④氏名、住所、年齢、性別、電話番号、生活保護申請者又はその同一世帯に
属する者・生活保護受給者との続柄、健康保険加入状況、DV等の有無、職
業、勤務先、学校、学年、収入状況、資産状況、課税状況、負債状況、家庭状
況、住居状況、③に対する意見等

①生活相談申込みをする者又はその同一世帯に属する者
②①の代理にて生活相談を行う者
③生活保護申請者又はその同一世帯に属する者・生活保護受給者
④③の民法第877条に規定する扶養親族又はその同一世帯に属する者

・本人から
・情報提供ネットワークシステム
・他自治体、警察、医療機関、他の保護実施機関、日本年金機構共済組合等
官公署、銀行・信託会社・私等の雇主他関係人
・他課保有情報の利用
国分寺市心身障害児童福祉手当支給情報・児童育成手当支給情報・特別児
童扶養手当支給情報・児童扶養手当支給情報・児童手当支給情報・児童手当
等過誤納金収納管理情報（子ども子育て支援課）
特殊疾病者福祉手当支給情報・特別障害者手当等支給情報・心身障害者福
祉手当支給情報・東京都重度心身障害者手当支給情報・東京都心身障害者
扶養年金支給情報・身体障害者更生医療費助成情報・身体障害者舗装具給
付情報・重度心身障害者(児)日常生活用具給付情報・愛の手帳情報・身体障
害者手帳情報・国分寺市難病患者等日常生活用具給付情報・精神障害者保
健福祉情報・心身障害者特例福祉手当支給情報・自立支援給付支給決定情
報（障害福祉課）
要介護(要支援)認定情報・介護扶助認定情報・介護保険納付管理業務（高齢
福祉課）
戸籍情報・住民基本台帳情報（市民課）
個人住民税賦課業務・固定資産税都市計画税賦課情報（課税課）
国民健康保険賦課情報・年金適用情報（保険年金課）
児童・生徒の学籍に関する情報（学務課）
暴力団排除条例に基づく警察への照会情報（防災安全課）
子育て世代包括支援センター情報（子育て相談室）
ＤＶ等の有無情報（市民課・健康推進課・障害福祉課・子ども子育て支援課・
高齢福祉課・子育て相談室）
・自課保有情報
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個人情報ファイル簿

8
要配慮個人
情報

9
経常的提供
先

11

訂正及び利
用停止に関
する特別の
手続等

■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２1条第７項に
該当するファイル
■有　　□無

13
条例要配慮
個人情報

14 備考

※保有個人情報に係る記録の場合、「個人情報ファイル」は「保有個人情報」と読み替える

12
個人情報
ファイルの
種別

□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない

10
開示請求等
提出先

（名称）政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　東京都国分寺市泉町2-2-18

含む

電算委託事業者
民生委員、東京都住宅供給公社、ＮＨＫ、社会福祉協議会、転出先の実施機
関、東京都水道局、
依頼を受けた官公庁、社会保険診療報酬支払基金


